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【施策16】 互いに人権を尊重する共生社会づくり
豊かな心と文化を育むまちづくり施策の大綱 4

第5章

安全で安心できる
まちづくり

進捗状況を見る主な指標

市民・事業者の取組内容

● すべての人がかけがえのない存在として尊重される、人権文化をはぐくむまちづくりをめざして、人権教育
や啓発活動に参画します。

● 男女が互いに人権を尊重する、男女共同参画社会への実現に向けた取組みに参画し、活動の輪を広げま
す。また、身近な男女共同参画社会の環境づくりとして、家庭でできることからはじめます。

● 平和事業に参加することを通じて、戦争の記憶、記録を次世代に伝え、生命の大切さ、平和の尊さ、核兵器
廃絶への認識を高め、恒久平和の実現を希求します。

● 人種、国籍、民族、宗教、文化の違いを理由に排斥や排除を行うことなく、地域社会における多文化共生社
会の構築に参画します。

●企業内研修などにより、人権教育・啓発に取り組みます。また、企業の社会的責任（CSR）の観点からステー
クホルダーとともに、社会課題の解決を図ります。

●性別にかかわりなく、個性と能力を十分に発揮できる職場づくりを進めます。
●安心して働くことのできるハラスメントのない職場づくりを進めます。
●市民団体や行政と連携して平和への貢献に取り組みます。
●外国人人材の受け入れについて、制度で明記されている受け入れ機関としての義務履行に加え、地域にお
ける共生社会の実現に向けて最大限の取組みを行います。

人権連続学習講座への参加者数

目標値（R12）

120人

現状値（R6）

75人

基準値（R1）

̶（注1）

審議会などへの女性の参画率 40％以上
60％以下25.3％28％

平和を考える市民のつどいへの参加者数 400人228人300人

指 標 名

UP

市　民

事業者

市民意識の主な指標

「性別にかかわりなく、共に個性や能力を発揮できる社会になっている」
と思う市民の割合

目標値（R12）現状値（R6）

27.0％

基準値（R1）

40.6％

指 標 名

市民・事業者の取組内容

識字・日本語教室啓発事業等への参加者数 50人30人̶（注2）

(注1）「人権連続学習講座への参加者数」について、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中止したことから基準値（R1）は「－」
　　　としています。
(注2）「識字・日本語教室啓発事業等への参加者数」について、「識字・日本語教室啓発事業」は、令和2年度（2020年度）からの事業で
　　　あることから、基準値（R1）は「－」としています。
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【施策17】 防災・防犯対策の強化 基本計画

第5章：安全で安心できるまちづくり

市民、事業者、行政が連携し、災害に強いまち、犯罪のない安全なまちをめざします。

将来あるべき姿（めざすべき方向性） 行政の取組内容

施策の背景（現状、課題、社会潮流）

施策連携

防災については、平成23年（2011年）の東日本大震災、平成28年（2016年）の熊本地震、令和6年（2024

年）の能登半島地震をはじめとする地震や、台風、集中豪雨などの風水害による気象災害が近年多く発生し

ており、市民の防災に対する関心が高まっています。地震・風水害などの自然災害から市民の生命と財産を

守り、市民が安心して生活を送れるように、ライフライン事業者などの防災関連機関と連携し、「自助」・

「共助」・「公助」の体制強化を図る必要があります。また、地域防災リーダー※の育成を一層進めるとともに、

各種団体、自主防災組織や学校園などと連携し、地域の防災力の強化に取り組む必要があります。

防犯については、大阪府内の刑法犯認知件数は平成13年（2001年）を境に年々減少していましたが、令

和４年（2022年）には増加に転じ、女性や子どもを狙った犯罪や、高齢者が財産を騙し取られる詐欺被害は

依然として多発しています。また、全国的に、検挙人員に占める再犯者の比率（再犯者率）は上昇傾向にあり

ます。犯罪のない安全なまちづくりを推進するために、警察署や地域の自主防犯活動団体などと連携して、

地域と一体となった防犯活動を促進する必要があります。

地域のつながりの希薄化、防災・防犯活動を行うボランティアの高齢化、並びに担い手不足により、地域の

防災・防犯力が低下しています。より多くの市民が、地域の防災・防犯活動に参画する環境づくりに取り組む

必要があります。

● 地域防災計画

分野別計画等

連携する施策
4

9

18

2

3

5

地域福祉の推進

快適で魅力ある都市空間の形成

消防・救急体制の強化

大綱 施策

● 防災用資機材等の充実による防災力の強化に努めるとと
もに、市民の防災意識の高揚を図り、自主防災組織への
訓練支援、地域一時避難場所の運営支援などを実施することで、地域の自主的な防災活動を促進します。また、関係
機関や地域の関係団体との連携・協力により、避難行動要支援者※の支援を図るとともに、防災士の資格取得支援を
実施し、地域防災リーダーの育成をめざします。さらに、迅速かつ的確な災害対策を実施できる体制を構築するため、
民間団体・事業者等との災害時応援協定のさらなる充実を図ります。

（1）防災対策の強化

● 防犯に関する広報や出前講座などの防犯啓発活動を通し
て、市民の防犯意識の高揚を図るとともに、警察や防犯
委員会をはじめ、金剛駅西口地域防犯ステーション※や小学校区地域防犯ステーション運営団体などの関係団体と
一体となった地域ぐるみの防犯活動を促進します。また、街頭防犯カメラの設置、青色防犯パトロールなど、防犯環境
の向上を図ります。

（2）防犯対策の強化

Ⅱ－①

重点施策

Ⅱ－①

重点施策

進捗状況を見る主な指標

市民・事業者の取組内容

● 自助・共助の意識を持ち、自ら災害に備えるとともに、地域の防災活動に参画します。
● 自主防災組織の充実強化を図り、防災・減災に取り組みます。
● 防犯意識を高め、隣家同士の声かけや地域でのパトロール活動への参加など、地域の防犯活動に参加します。

● 顧客や従業者の安全確保、業務の早期再開、地域への貢献に努めます。
● 関係団体と連携・協力し、防犯活動を行います。

自主防災組織の組織率

目標値（R12）

73％

現状値（R6）

70.5％

基準値（R1）

69.7％

安全安心推進リーダー※認定者数（累計） 160人145人107人

指 標 名

UP

市　民

事業者

市民意識の主な指標

「災害に強いまち」と思う市民の割合

目標値（R12）現状値（R6）

55.3％

基準値（R1）

42.5％

指 標 名

市民・事業者の取組内容

市内刑法犯罪総認知件数 260件315件299件

地域防災リーダー育成件数（防災士資格取得補助件数）（累計） 79人35人25人
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【施策18】 消防・救急体制の強化 基本計画

第5章：安全で安心できるまちづくり

堺市への事務委託により、充実・強化された消防・救急体制のもと、誰もが安全で安心して暮らせるまち

をめざします。

将来あるべき姿（めざすべき方向性） 行政の取組内容

施策の背景（現状、課題、社会潮流）

施策連携

近年の消防を取り巻く環境は、災害の多様化・複雑化・大規模化などその様相が変化するとともに、少子高

齢化の進行や人口減少など社会構造の変化、また医療・救急の高度化に由来する市民ニーズの多様化など、

大きく変化しています。

めまぐるしく変化する社会にあって、消防が対応する災害は、火災、交通事故、水難事故、自然災害からテロ

災害などの特殊な災害まで多岐に及んでいます。

多様化・複雑化する災害へ対応するための消防業務の高度化・専門化は不可欠であり、市民ニーズに的

確に対応し、大規模災害への対応体制を充実させることが求められています。

地震や火災などの災害から、市民の生命と財産を守り、誰もが安心して暮らせるよう消防力を増強すると

ともに、医療機関と連携して救急救命体制を充実強化する必要があります。また、火災予防等の観点から、

市民の協力により、防火対策と初期消火の一層の強化を図っていく必要があります。

消防財政の効率化を図りつつ、災害発生時の対応力などをはじめとする消防・救急体制をより充実・強化

させるため、令和3年度（2021年度）から堺市へ消防事務を委託しています。

連携する施策
5

17

2

5

健康づくりと医療体制の充実

防災・防犯対策の強化

大綱 施策

● 堺市への消防事務委託により、特殊車両や高度な資機材
等の計画的な整備を行うとともに、本部部門や通信指令
業務を一元化・効率化することにより、警防要員の充当や予防・救急業務担当職員の専門化・高度化につなげ、より質
の高い消防サービスの提供を実現します。

● また、消防団は団員の加入促進等による体制の充実・強化を図り、常備消防と強固に連携しながら、引き続き地域の安
全・安心の確保のための活動を行います。さらに、火災予防のため、市民に住宅用火災警報器設置及び維持管理の必
要性を啓発するとともに、防火思想の向上に努めます。

（1）消防体制・火災予防の充実

● 堺市への消防事務委託により、高度活動機器の整備、救
急救命士の知識・技術習得のための各種研修への派遣、
訓練の充実を図り、複雑化する救急事業に対応し、より高度な救急体制の構築を図るとともに、地域防災の担い手と
なる市民への各種救急講習の実施・受講体制の充実を図ります。

（2）救急救命体制の充実

進捗状況を見る主な指標

市民・事業者の取組内容

● 住宅用火災警報器の設置及び維持管理を行い、防火意識の向上に努めます。
● 各種救急講習を受講し、応急手当の知識や技術を身につけます。
● 適切な救急車の利用を心掛けるとともに、判断に迷う場合は「救急安心センターおおさか※」を積極的に利用
します。

● 対象施設（共同住宅等含む）の防火管理者等としての責務を果たします。

防火対象物等の検査件数

目標値（R12）

600件

現状値（R6）

293件

基準値（R1）

313件

住宅用火災警報器の設置率 95％91％83％

指 標 名

UP

市　民

事業者

市民意識の主な指標

「消防・救急体制の整備に満足している」と思う市民の割合

目標値（R12）現状値（R6）

37.9％

基準値（R1）

37.7％

指 標 名

市民・事業者の取組内容

「救急安心センターおおさか」利用件数 2,050件1,955件1,590件

消防団員数 115人100人100人
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【施策19】 安心できる消費生活の支援 基本計画

第5章：安全で安心できるまちづくり

誰もが安心して消費生活が送れるまちをめざします。

将来あるべき姿（めざすべき方向性） 行政の取組内容

施策の背景（現状、課題、社会潮流）

施策連携

消費生活センターに寄せられる相談については、近年のスマートフォンの普及により、手軽にインターネット

を利用する機会が増え、全世代で、インターネット通販におけるトラブル、大手通販事業者になりすました

詐欺サイトによる架空請求など、デジタルコンテンツに関する相談が増加傾向にあります。

今後も、社会情勢の変化により、消費生活センターに寄せられる内容は多様化、複雑化することが想定され、

消費者保護を推進するためには、相談体制の強化や啓発活動の充実を図る必要があります。

連携する施策
12

17

3

5

地域から始める地球にやさしい環境づくり

防災・防犯対策の強化

大綱 施策

● インターネットショッピングや各種通信販売、SNS※など
による架空請求をはじめとした消費トラブルへの対応も
含め、消費者や学校関係者などに対する講座の実施や、消費に関するパンフレットの配布など情報提供を行うとともに、
新たな事案に対応できるよう消費生活相談の専門性を高めることで、消費者の保護と自立支援を図ります。

● 消費行動が環境に与える影響が大きいことから、消費者の立場から地球環境問題を捉えることによって、マイバッグ
やマイボトルの使用はもとより、環境にやさしい消費行動の実践を促す啓発に努めます。

（1）消費者保護の推進

進捗状況を見る主な指標

市民・事業者の取組内容

● 消費トラブルに遭わないよう、情報収集や知識習得に努めるとともに、環境に配慮した消費行動を心がけ
ます。

● 安全・安心な商品や役務の提供、公正な取引に努めます。また、消費者にわかりやすい情報提供や苦情処
理体制の確立を図ります。

● 環境に配慮した物品等の調達をします。

消費生活講座の参加者数

目標値（R12）

35人

現状値（R6）

0人

基準値（R1）

26人

指 標 名

UP

市　民

事業者

市民意識の主な指標

「悪質商法の被害に遭わないよう、その手口を知るなどの心がけをして
いる」と思う市民の割合

目標値（R12）現状値（R6）

74.8％

基準値（R1）

70.7％

指 標 名

市民・事業者の取組内容
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